
(居宅介護支援・居宅予防支援)
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2 ロ

介護支と醍尊門員に対し、計画的に研修を実施していること。

地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していることi

3

ロ I



(介護保険施設)
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出奥i厚生労働省「弁護サービス施設・事葉所調査J(平成19年度、平成22年度, Jサ
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「こ、

〔介誰老人保健五色設の人員、施設及び設肺並びに運営に関する基準(平 成十一年三月二十一日)(厚生省令第四十号))
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|

在宅復掃・在宅療養支援機能加算〔新規〕⇒ 21単位/日

入所前後訪間指導加算 〔新規〕 →  0単位/回<入所者二人につき1回を限度>

地域連携診療計画情報提供加算(新規〕⇒ 3 単位/回く入所者1人につき1回を限度>

認策口症行動B心理症状緊急対応加算(新規〕⇒ 200単位/回

所定疾患施設廉養費(新規〕→  0単位/日 (1回につき7日 間を限度>

,J

・ ターミナデ伊ケアコ田 死亡 日以前 15～ 30日 2 単位/日
死亡 日以前 14日まで 315単位/日

死亡回以前4～ 30日 160単位/日
死亡日前 日D前々日  0単 位/日
死亡日     1を 650単 位/日

算
{

モ態〕上記2～ 5については、介誰療養型老人保健施設についても同様 n 75



■ 1ギ士宅裡婦土携機能す口賞111‡廃止し、ギ士宅fミ婦史接型のを人保俸施設の基本施設サーLス 貨の要件としこ戦編
Ⅲ7‐ T士 宅複婦土傍型0北 人保催古也識の基本碑色設サービス黄■斉定する場合:市 、有宅複掃・存宅癖養土侵機能加常を常定できない.=

在宅住帰・在宅凛養支援機能加算
【新】

m
項目 在宅復帰支援機能加算(Ⅱ )

21単位 il日 たり,
単

位 (呵 日当たり|

改
定
後

以下の両方を議ヽたすこと
a4宅て介i豊を受|す ることになつたもの

“
l

|± 1当議施設にお1す る入所期間が一月間を超える入所君に

阻る_

'12                   `

b人耐i君 の退所 4女 3(〕 日 棒以内に.人所者の居宅を謁

FЯ lr、 又1求 指定居室介誰土援事業名かも1持報提供事受

!寸 ることにより、入蔚名の下士宅における′I活が 1月 .E]撃

上群続 する見込♂ナてあることを持在認し、記全ユしているこ

と_

泣3:選顧時の豊介護状態堅分が妾介紙4又 1ま皇介護5

力 3096
6カ 月間の迅同i塙 数

''E

色
宅
復
婦
い
状
況

以下の両方■
‐
満士すこと

a■ 宅て介謹を受甘することにな )た もの 1'

壮li当献施設における入所期間が一月間を超える入所君に

限を卜,

注2:当講絶識内で死亡した君と  ,(

b ttΠi名 の退耐i後 3()日 以内に、人翔1義 σ)届 裳き訪問

にァ、又 I市 指定届宅介誰支援串革萬か 情ヽ報程は■受け

ることにより、入雨葛のイi宅にお
「
寸る硝活が 1月 ■こ以上

樺続 する見込♂♯てあるこ_と を臆こ]tィ ¬記録していること

こ)30卑 も
6カ 月間の迅 F■ 1‐ 葛散常2

共平均在所_      3月 間の在所若延日数

回数   3月 間の t新規入所君数+新規 l巳所帯敵〕/2

3(_)卑

半均 T比 耐『阿数

ヘ
ッ
ド
の
回
転



【　　　　　　　　】 なし 退所前
の防間

担所後
の防間

【　　　　　　　　　】

負
‐

‐

‐

一
‐

入所前 退所前
の防間

退所後
の前間の

注1:入所期蘭が1月 を超えると見込まれる入所予定書に限る。

注2:入所予定日前 日又は入所後7日 以向に訪間した培合に算定.

O

導
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に入院
リハ

(           )

リハ

(          )

医療 関
に入院

rЛ
=■
圭輩¬

】

】

症
(1)短期間入院後の算定

゛ 入所

リハ

E出卒中等 老健

(2)老健施!長へ再入所した際の算定
入 所 退 所

ハ

(3ヶ   )

同一法人の  に入所吟 算定可

=●
●●●●●●●]EE,IB● ●●●●●,B■ BECt● ●●●E,● ●●●●●4● ●IB,I`●●●●●●]● ●,EEE● ●●●●●,B日 ■●●●●3,■ ■●●●B● ●レ●●■●e■ EE● B尋 ●●●■BBE==`● ●●●●EBEEE● ●0● E● EEB,Etgg,DetBEEEE● ●●●●二Eθ BEEEC●●●●B E E Etta● ●●●●●,EEEE● ■●●●●BBBEE=EC● ●●,E● ●

=●
●

`る
じ●OEBEEE● ●●●●●EEBEE,こ ●●●●,● B9

,Jハ

(3ヶ   )
;同一法人のを健

中 算定不可
同一法人の老健
なる法人の老健 中 算定可

異なる法人の老健に入所■ 定可



た

(        〕
※新たな基本施設サービス費については、喀痰吸引9経営業養を実施している利

用者割合及び認知症高齢者の日常生活自立度を算定要件とする。

li::::

〔参考〕老人保健施設の床面積の基準 :1床当たり8席

I い て

に



ti::::

注1:要件 11こついては、当談絶設が介護療養型老人保健施設への転換以後の新規入所者の実績が12月 に違した時点から適用するものと

すること。

注2:要件21三ついては、月の末口における談当者の割合によることとし、算定月の前3月において当該割合の平均値ねt当議基準に適合して
いること。

21

萬

Ч

※ :ただし、以下のいずれかの場合においてはこの限り

腕はない b

イ 半径4km以内に病床を有する医療機関がないこと
口 庶蒔約がlq隣 じ』下下ふス

「
)'

200/o11_L

が5oO//。 以上

【　　　　　　】

周
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li::::

*
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2 ロ

0

(口                 )

※口  能維持管理体部I加算を算定している介護保険施設

において、歯科医師の指示を受けた繭科衛生士が入所者

に対して口腔ケアを月4国以上実施している場合に 1月 に

つき1回算定する.

→ Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｌ
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口高齢者への医療と介護の提供体制

平成24年度診療報酬・介護報酬改定については、

中医協や介護給付費分科会等の場で様々な議論

中でも地域包括ケアシステムに係る部分として、

入退院時の医療・介護の連携や、受入れ先である

介護保険施設等における医療提供のあり方につい

てはさらなる議論が必要と考える

また、高齢者人口の増加に伴う、認知症高齢者の

増加や独居世帯、老々世帯の増加への対策は欠か
すことができない。

)
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まず第一に必要なことは地域で高齢者を受け入れ
ていくための体制づくりである。

平成24年度の介護報酬改定では、小規模多機能

型居宅介護と訪問看護の複合型サービスが創設さ

れることとなるが、有床診療所や中小病院において

は、このようなサービスを同時に提供していくことで、

急性期・回復期等の医療と地域における医療、介護

とを繋ぐ要として機能していくのではないか。

Ｒ

／

　

６６



また、近年、様々なところで在宅医療について議論され |

ているが、その際に重要となるのが、医療・介護を提供 |
する「高齢者の居場所」である。           |

「高齢者の居場所」については、自宅、居住系施設、介 |

護保険施設、医療機関のうち、どれが適切というもので |
はなく、地域内にバランスよく配置されることが重要であ

|

る。                       |

地域包括ケアシステムを真に実現するためにも、例え |
ば地域の医師会がコーディネーターとなり、モラルハ  |
ザードを防ぐ役割を担いながら、地域における高齢者の
生活を守ることが大切ではないだろうか。

!

!

!

光
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